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「川崎市一般廃棄物処理基本計画第２期行動計画（案）」に関する意見募集の実施結果について 

１ 概  要 

  本市では、平成２８～３７年度を計画期間とした、川崎市一般廃棄物処理基本計画を定めてい

ます。計画の実効性を確保するため、２～４年を計画期間とした行動計画を定めることとしてお

り、第１期行動計画の計画期間が平成２９年度までであることから、平成３０年度を始期とする

第２期行動計画の策定に向け、川崎市環境審議会へ諮問し平成２９年１１月に答申を受けまし

た。

この答申を基本としながら、「川崎市一般廃棄物処理基本計画第２期行動計画（案）」を取り

まとめ、広く市民の皆様の御意見を募集しました。

  その結果、１０通（意見総数６３件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに

対する市の考え方を次のとおり公表します。

２ 意見募集の概要 

題     名 「川崎市一般廃棄物処理基本計画第２期行動計画(案)」に関する意見

募集について

意見の募集期間 平成２９年１１月２４日（金）から平成２９年１２月２５日（月）ま

で

意見の提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参

募集の周知方法 ・市政だより（１２月１日号掲載） 

・市ホームページ 

・環境情報 

・かわさき３Ｒニュース 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 

・各生活環境事業所 

・環境局廃棄物政策担当（市役所第３庁舎１５階） 

・市民説明会、関係団体等への出前説明

結果の公表方法 ・市ホームページ 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館 

・各生活環境事業所 

・環境局廃棄物政策担当（市役所第３庁舎１５階）

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数）  １０通（６３件）

内

訳

電子メール    ６通（３８件）

ＦＡＸ    ３通（２３件）

郵送    １通（ ２件）

持参    ０通（ ０件）

資料１ 
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４ 御意見の内容と対応 

  川崎市一般廃棄物処理基本計画第２期行動計画の目標について基本計画の目標と分かりにくい

といった御意見や、重点施策の参考指標の項目修正などについての御意見がありましたことか

ら、基本計画と行動計画の目標をわかりやすくするため、説明文を一部追加するとともに、重点施策

の参考指標を一部変更するなど、一部意見を反映し、「川崎市一般廃棄物処理基本計画第２期行動計

画」を策定します。

【対応区分】 

Ａ 御意見を踏まえ、計画に反映したもの 

Ｂ 御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ 今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ 案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ その他 

【意見の件数と対応区分】 

項  目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）計画全般に関すること 0 1 0 2 0 3 

（２）目標に関すること 1 1 0 6 0 8 

（３）指標に関すること 0 1 0 0 0 1 

（４）具体的施策に関すること 1 4 22 19 0 46 

（５）コラムに関すること 0 3 0 1 0 4 

（６）その他 0 0 0 0 1 1 

合  計 2 10 22 28 1 63 
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方 

【基本計画】 

（１）計画全般に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

１

川崎市の人口が150万人を超え、ますま

すごみの排出量を抑えるためにごみの分

別を徹底し、リサイクルを進めて欲し

い。

本市では基本計画策定時の想定を上回る

人口増加が続いており、人口増加に伴う

ごみ増加への影響が考えられることか

ら、これまで以上にごみの減量化・資源

化の取組の推進が必要と考えております

ので、ミックスペーパー等の分別の徹底

などごみの発生抑制や資源化の取組をさ

らに推進してまいります。

Ｄ 

２

第１期行動計画期間が２年間というのが

短い。２年目の平成29年度はまだ終わっ

てもいないし、その中で見直しの作業が

できず第２期計画をたてるということ

が、効果的でないように思う。 

第１期行動計画の計画期間は２年間では

ありますが、毎年度にＰＤＣＡサイクル

の考え方に基づき、目標の進捗状況や参

考指標による評価、各施策の取組状況の

確認などを行っており、第２期行動計画

に向けては、第１期行動計画の取組状況

を踏まえて検討しております。今後も、

地球環境にやさしい持続可能なまちの実

現をめざして取組を進めてまいります。

Ｄ 

３

環境とは総合である。地球温暖化対策推

進基本計画、緑の基本計画が現在改訂中

であるが、これらが総合して計画が立て

られることを期待している。 

第１章の基本理念に記載のとおり、資源

循環・低炭素・自然共生の統合的な取組

を推進していくことが重要であると考え

ており、地球温暖化対策推進基本計画や

緑の基本計画とも連携を図りながら計画

を策定しているところですので、今後も

連携して取組を進めてまいります。 

Ｂ 
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（２）目標に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

４

人口増加の中にあっても基本計画の目標

値を守り、目標達成に向けての第2期行

動計画案を作られたことを、高く評価す

る。

本市では、人口が増加している中におき

ましても着実にごみ焼却量は減少してお

り、今後におきましても、目標の達成に

向け、ごみの発生抑制や分別の徹底、資

源化の取組を推進してまいります。

Ｂ 

５

第２期行動計画の目標について、家庭系

のごみ排出量や資源化率だけでなく、事

業系についても目標設定するべき。基本

計画の目標が行動計画で急に普通ごみ量

に変わるのは非常にまぎらわしい。計画

内には、家庭系の一般廃棄物の減量につ

いての記述はあるが、事業系ごみの具体

的な減量対策がほとんど見当たらない。

わかりにくいことも含め、事業系ごみの

削減策、削減目標がないのは問題。全体

の資源化率を上げるのが本来の目的だと

思う。市民は家庭系だけでなく、事業系

に関わっている人も沢山いる。目標１も

家庭系（普通ごみ）と事業系両方を記載

するべきである。 

（同趣旨の御意見としてほか３件） 

基本計画の目標につきましては、廃棄物

全体の状況や、これまでの実績との比較

もあることから、家庭系と事業系を合わ

せたごみ全般の排出量を目標に設定して

おります。第２行動計画では、市民の皆

様が、毎日の生活の中で取組効果がより

実感できるように、目標１及び目標２で

は、家庭系のごみの排出量や資源化率を

目標に設定しました。事業系ごみの削減

につきましては、目標３「ごみ焼却量を

２．２万トン削減（家庭系１．２万トン

削減、事業系１万トン削減）」の目標を

掲げており、例えば、外食産業と連携し

た食品ロス削減の取組や古紙のリサイク

ルルートの拡充などの具体的な施策を位

置付け、目標達成に向け取組を推進して

まいります。 

Ｄ 

６

市民の毎日の生活の中で取組効果がより

実感できるように、「事業系を含めたご

み全般ではなく、普通ごみの排出量を目

標とした」、と記しているが、基本計画

の目標１「１人１日あたりのごみ排出量

を10%削減」と、第２期行動計画の目標

１「１人あたりの普通ごみ排出量を３６

ｇ削減」について、２つの関係が分かり

にくい。 

御意見を踏まえ、基本計画の目標１「１

人１日あたりのごみ排出量」には事業系

と家庭系の両方のごみが含まれているこ

とや、行動計画の目標１「１人１日あた

りの普通ごみ排出量」には家庭系のごみ

だけで構成されていることなどが一目で

わかるよう、ごみ総排出量の内訳と各目

標の計算方法を示す表を追記しました。 

（Ｐ１７に【参考（ごみ総排出量の内訳

と目標の構成）】を追記） 

Ａ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

７

「目標達成に向けた取組」として、150

万「環境市民」に向けた分別・減量化意

識の向上と、市内転入者に向けた分別ル

ールの周知ということをあげているが、

それで目標達成できるのか。 

第２章３「第２期行動計画の目標及び指

標」において、分別・減量化意識の向上

や食品ロス対策など「目標及び指標の達

成に向けた新たな取組」を記載していま

すが、これらの取組のほか、第２期行動

計画では６６の具体的施策を位置付けて

おり、目標の達成に向け、様々な取組を

推進してまいります。 

Ｄ 

８

第１期行動計画の取り組み状況で、市民

一人一日あたりの普通ごみ排出量が15g

削減されたとしているが、ライフスタイ

ルの変化が大きく影響しており、ごみを

削減する意識が高まったとは言えないの

ではないか。その辺りを加味した、本当

の意味の削減の値が出るような方法はな

いか。 

ごみ減量の意識の高まりについては、

「１人１日あたりの普通ごみ排出量（目

標１）」のみで評価するのではなく、

「家庭系の資源化率」や「ごみ焼却量」

などの他の目標の達成状況や、重点施策

の参考指標の１つである「「普通ごみに

含まれる生ごみの量」など、様々な目

標・参考指標等を多角的に分析し、評価

してまいります。今後も、市民一人ひと

りのごみ減量の意識の醸成に向け、取組

を進めてまいります。 

Ｄ 
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（３）指標に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

９

超高齢社会や災害への対応が計画に位置

付けられたことを高く評価する。

御意見の趣旨を踏まえ、社会状況の変化

に即した、質の高い市民サービスの提供

に努めてまいります。
Ｂ 
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（４）具体的施策に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

10

学校への出前講座、イベントでの啓発活

動等を行っており、ごみ減量や資源分別

への意識の向上は幾分上回ってきたが、

まだ若年層や勤労世帯ではなかなか浸透

していないように感じる。 

若年層等への普及啓発については、「重

点施策」として位置づけており、年齢・

国籍にかかわらず誰もがわかりやすく分

別ルール等が理解できるように、対象者

ごとに効果的な広報を実施し、意識の醸

成を図ってまいります。

Ｃ 

11

地域環境リーダーとして、大人だけでな

く、こども会議などの「ごみ減量取組

隊」のように、年齢別に減量推進環境リ

ーダーを育成し、各方面での活動に参加

してもらうよう提案する。 

３Rの推進に向けましては、低年齢時か

らの環境教育が大変重要であると考えま

すことから、主に小学４年生を対象とし

たごみの減量・リサイクルの体験学習な

どを行う「出前ごみスクール」の充実や

環境教育用教材の充実を図ることによ

り、次代を担う低年齢層に対して、環境

意識の向上を図ってまいります。 

Ｄ 

12

第２章６基本施策Ⅰ（１）⑤に「マイ食

器持参のイベント開催や分別回収のごみ

ステーション設置などを主催者に呼びか

けます。また、リユース食器助成制度を

市民が利用しやすいものに見直して、活

用を呼びかけます。」という文言を追加

して欲しい。 

第２章６基本施策Ⅰ（１）⑤「イベント

等での啓発活動の充実」において、リユ

ース食器やマイボトルなどの利用促進に

向けた呼びかけを行うことしており、よ

り効果的な手法を検討しながら、リユー

スの取組を推進してまいります。 

Ｄ 

13

みんながきちんと分別できるように、チ

ラシを市民みんなへ配って欲しい。さら

に、ごみ収集車にステッカーを貼ると

か、放送を流すとか、オレオレ詐欺防止

策さながら、思い切った対策が必要かと

思う。 

（同趣旨の御意見としてほか１件） 

150万人を超える多様な市民に向け、年

齢、国籍などにかかわらず誰もがわかり

やすく分別ルール等を理解できるよう

に、ユニバーサルデザインに配慮した広

報物の作成や、対象者ごとに効果的な広

報を実施し、意識の醸成を図ってまいり

ます。 

Ｃ 



8 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

14

「家庭のごみダイエット・チェックシー

ト」を何回も同じ減量指導員に配って、

指標の配布数をクリアするのはとても無

駄が多く、即やめていただきたい。ま

た、このチェックシートで分別が身につ

くのか。内容検討はもとより活用方法も

抜本見直しが必要である。 

第２章６基本施策Ⅰ（２）③「家庭のご

みダイエット・チェックシートの普及と

指標の見直し」において、指標について

適宜見直しを行うこととしております。

市民にとってわかりやすく、また、活用

しやすいような指標づくりや活用方法等

について検討してまいります。 

Ｃ 

15

ゴミ回収の中で、川崎市ではプラスチッ

クゴミの回収は比較的最近始まったもの

であるが、その内容がまだ市民の間に充

分伝わっていないのではと思う。プラス

チックごみは「容器包装」がポイントだ

が、何が製品で何がそうでないのか、市

のパンフレットの説明などでは区別がつ

きにくいため、例えば、「この製品は材

質が〇〇で、再生処理ではできない」な

ど、少しでも区別される理由が書いてあ

るだけで、捨てる側は気をつけ方が違っ

てくると思う。説明の仕方を読む側がど

のように受け取るか、もう少し工夫して

いただきたい。 

分別がわかりにくいといわれているミッ

クスペーパー・プラスチック製容器包装

の分別率の向上に向け、年齢、国籍など

にかかわらず誰もがわかりやすく分別ル

ール等を理解できるように、ユニバーサ

ルデザインに配慮した広報物の作成や、

対象者ごとに効果的な広報を実施し、意

識の醸成を図ってまいります。 
Ｃ 

16

川崎市主導で、「１ 減量推進員グルー

プ： 町内会、小中高大学校で結成した

かわるん隊と生活環境事業所、減量推進

員と協働で地域に根差した活動を行い、

３Ｒ啓発や資源分別などの啓発を実

施」、「２ 地域活動グループ： 既存

地域活動グループを活用した出前授業、

イベント参加・講演会開催・企画参加を

実施」、「３ 事業部隊： スーパー、

コンビニ、飲食店などのグループを作

り、食品ロス、食べきり運動などの声掛

け協力依頼を組織的に活動し、フードバ

ンクや子供食堂などの取組に繋げる」の

ような３つの活動を組織的に行うことが

望ましい。 

ごみの減量とリサイクルを推進していく

ためには、行政、町内会、ボランティア

リーダーなどが連携して、地域住民に対

して普及啓発を行うことが大変重要であ

ると考えますことから、引き続き、多様

な主体が連携して効果的な取組を進めて

まいります。 

Ｄ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

17

一般市民で啓発活動に参加できていない

層への取り込みとして、ごみゼロカフェ

を活用した分別や、講座だけでなく、実

際にリサイクル施設の見学や災害時のご

みの状態と処理実践方法、将来の取組等

の方向性を（ごみを減量しなかった場合

の結果等）を示すことも重要である。 

御意見の趣旨を踏まえ、年齢、国籍など

にかかわらず誰もがわかりやすく分別ル

ール等が理解できるように、対象者ごと

に効果的な広報を実施し、意識の醸成を

図ります。また、リサイクル施設の見学

などの御提案については、ごみゼロカフ

ェと連携した取組を進めてまいります。 

Ｃ 

18

分別意識が身につく方法として以下の内

容を追記して欲しい。イベントや祭り

等々催し物でのごみの出し方を家庭系ご

みにあわせて回収場所（箱や袋）を用意

し、そこに「ごみナビゲーター（捨てる

前にどう捨てるか分別指導する人）」を

配置するよう主催者に指導提案推奨す

る。将来的にはごみを捨てなくても済む

ような食器持参やレンタル食器使用とい

うような「ごみゼロイベント」を目指さ

せる。そのための、「ごみナビゲータ

ー」の育成や認定制度を廃棄物減量指導

員の活用も視野に入れながら検討すべき

だと思う。 

市民の分別意識の醸成を図ることは大変

重要であると考えおりますので、各種イ

ベントなど、あらゆる機会を捉え、啓発

パネルの展示や広報物等の配布のほか、

より効果的な手法を検討しながら、ごみ

の減量・リサイクルの推進に取り組んで

まいります。 
Ｄ 

19

市民がごみを減らす努力を促す具体的な

政策が弱いように思う。 

第２期行動計画では、ごみの減量等に向

けて６６の具体的施策を位置付けてお

り、様々な取組の推進を行ってまいりま

す。 

Ｄ 

20

家庭系ごみの減量政策の中で、衣料やリ

ユースとして利用可能なものを活用して

もらうために、定期的にフリーマーケッ

トの開催を提案する。開催場所の拠点で

定期的に行えば、参加する機会も増える

と思う。 

第２章６ 基本施策Ⅰ（１）⑤「イベン

ト等での啓発活動の充実」において、フ

リーマーケット等の開催を位置付けてい

ます。引き続き、リユースの促進に向け

た取組を推進してまいります。 

Ｃ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

21

分別率の低いミックスペーパー、その他

プラの資源化の50％を目指したアップは

急務かと思う。ミックスペーパーやプラ

スチック製容器包装、その他の分別率を

先進都市並以上に上げるため、市民とと

もに向上キャンペーンを取り組むべき。

（同趣旨の意見としてほか２件） 

ミックスペーパー・プラスチック製容器

包装の分別率の向上は重要な課題と考え

ております。効果的な広報等により意識

醸成を図るとともに、地域と連携したご

み排出ルールの周知や不適正排出に対す

る指導徹底など分別率の向上に向けて

様々な視点から取り組んでまいります。 

Ｃ 

22

ミックスペーパー・プラスチック製容器

包装以外のその他のごみも、出来るだけ

燃やすことは避け、資源化を工夫するべ

き。また、燃やす場合には、熱を発電エ

ネルギーや温水利用、水素製造などで有

効に利用するべき。 

普通ごみの中に含まれて排出されてしま

っている資源物（その他のごみ）につい

ても、地域と連携したごみ排出ルールの

周知や不適正排出に対する指導徹底など

分別率の向上に向けて様々な視点から取

り組むとともに、焼却を行う場合につい

ても、発電や温水プールへの余熱利用な

ど、有効に利用してまいります。 

Ｄ 

23

分別率50％以上ある先進都市では、横浜

市や京都市に見られるように分別排出を

義務化した市独自の条例を制定してい

る。川崎市でも今後同様の条例を検討し

て分別率の向上に役立てるべきである。

横浜市に比べて資源物それぞれの分別率

が低いのは、ごみ袋を開封できる条例が

ないからであり、指導の範囲に留まって

いる川崎市で分別率を横浜市並に上げる

ことは難しいと考える。条例の検討を明

記するべきである。 

（同趣旨の御意見としてほか１件） 

ミックスペーパー・プラスチック製容器

包装の分別率の向上に向けては、ごみの

開封調査に係る条例などの手法もありま

すが、本市では人口が増加する中におい

ても、市民・事業者の方々と協働した取

組を進め、ごみ焼却量は着実に減少して

おりますので、まずは効果的な広報等に

より意識醸成を図るとともに、地域と連

携したごみ排出ルールの周知や不適正排

出に対する指導徹底など、引き続き、市

民・事業者との協働の取組を進め、分別

の徹底を図ってまいります。 

Ｄ 

24

使い捨て容器の見直しや過剰包装につい

ての啓発について、国に向けてしていた

だきたいと思う。9都県市の連携や、市

民との連携で進めていただきたいと思

う。 

リユース推進による効果の周知などにつ

いて九都県市で国に要望を行うととも

に、事業者に向けて適正包装の協力要請

などを行っておりますので、引き続き、

市民・事業者や関係自治体等と連携を図

り、取組を推進してまいります。 

Ｃ 



11 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

25

プラスチック製品のリデュース（削減）

の取組として、レジ袋の削減は推進され

ているが、同じく、大量の使い捨てで問

題になっている「ビニール製の使い捨て

傘袋」についても、削減について検討を

始めて欲しい。具体的には、傘置き場、

傘立てなどの設置、マイ傘袋の推奨な

ど。特に行政施設では、率先して使い捨

て傘袋をやめ、傘立てなどを設置して欲

しい。 

ビニール製の使い捨て傘袋につきまして

は、不特定多数の方が多く来られる場合

の利便性や、施設のスペースなどから傘

立ての設置が難しい面などもあります

が、プラスチック製品全体の減量化の取

組は重要と考えておりますので、引き続

き、プラスチック製品の適正包装等によ

る減量化の取組を推進してまいります。 

Ｄ 

26

市民館、学校でのイベントに際し、ある

いは日常的に出たごみの分別にいつも不

思議に思っている。市民には分別を呼び

掛けているのに、市民館や学校ではごみ

の分別がされていない。家庭とは異な

り、事業所ごみだから違うらしい。学校

は小学校、中学校は教育の場にもかかわ

らず、家庭とは異なるごみの出し方で

は、児童生徒は混乱しないのか。市の公

共施設、市民館をはじめ、図書館も含め

て、小中学校や高校などはぜひ、家庭と

同じ分別収集ができないものか。将来的

には、事業系ごみも家庭系ごみに合わ

せ、何を資源化すべきか、根本から見直

すべきだと考える。 

（同趣旨の御意見としてほか３件） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律によ

り、公共施設を含む事業活動に伴って生

じた廃棄物のうち廃プラスチック類（プ

ラスチック製品・プラスチック製容器包

装ともに）は産業廃棄物に該当するなど

家庭系ごみと分別方法が異なるため、分

別ルールを統一することは困難と考えて

おりますが、事業系と家庭系でごみの分

別方法が異なることは一般的にわかりに

くいと思われますので、その違いについ

て、理解に向けた環境教育・環境学習の

充実などを検討してまいります。 

Ｄ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

27

事業系ごみ収集事業者への収集後の指導

等も行っていただきたい。 

第２章６ 基本施策Ⅳ（３）④「搬入禁

止物の混入防止」において、ごみ収集事

業者が処理センターに搬入する際の搬入

物の内容審査を強化することとしており

ます。また、②「不適正排出指導等の徹

底」において、不適正排出事業者に対し

て、立入調査等により、適正排出に向け

た指導を行うこととしており、引き続

き、ごみ収集事業者及び排出事業者への

指導に取り組んでまいります。 

Ｃ 

28

エコショップ、リサイクルショップの認

定制度はこの時代に必要ないのではない

か。制度があれば、そこに費用も職員労

力もかかる。行動計画に一度記載される

とずっと継続取組になるのはもったいな

いので、実態を正しく把握して、必要か

どうかも含めご検討して欲しい。 

環境に配慮し、廃棄物の減量・資源化等

に関する本市の施策に御協力いただける

店舗に対して認定し、市民等に発信をし

ていくことは重要と考えております。第

２期行動計画では認定制度について、市

民の認知度の向上、認定店のメリット拡

充など、制度の充実に向け検討を進めて

まいります。 

Ｄ 

29

市の施策で、生ごみリサイクルの前に展

開すべきは、３きりを中心とした取組と

あり、これをどんどん進めることには賛

成である。 

基本計画では、リサイクルはもとより、

より環境負荷が少ない２Ｒ（リデュー

ス、リユース）の取組を重点的に進めて

いくこととしており、３きり運動などに

よるごみの発生抑制の取組に重点を置き

ながら、発生した生ごみについてもでき

る限りリサイクルされるよう、生ごみの

減量化・資源化に向けた取組を進めてま

いります。 

Ｂ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

30

まだ食べられるのに捨てられている｛食

品ロス｝の削減は重要な課題である。減

量指導員として町会で講演会を開催した

が、熱心にきていただいた。家庭、店、

流通、生産などの各段階で食品ロスが生

じている実態を市民に知ってもらうこ

と。これは消費生活センターと連携して

講師の派遣などで普及啓発に努めるべき

である。 

第２期行動計画では、新たな施策として

「食品ロス対策等の推進」を位置付け、

食品製造業者や流通業者などの食品関係

者へのヒアリングや市民を交えた意見交

換などを実施し、新たな食品ロス対策手

法を検討するとともに、市民・事業者の

皆様へ普及啓発に取り組んでまいりま

す。 

Ｃ 

31

生ごみの減量化・リサイクルに係る取組

の推進の参考指標について、参考指標の

Ⅱ（生ごみリサイクル交流会等の開催回

数）は毎年1回行われているもので、回

数を参考指標にしなくても実施されれば

良い。むしろここには 生ごみリサイク

ルリーダー数を掲げ、リーダーの認定数

を増やす対策が必要である。 

生ごみの減量化・リサイクルに係る取組

の推進に向けましては、生ごみリサイク

ルリーダーの認定を引き続き行ってまい

りますが、取組を評価するにあたって

は、認定者数よりも、生ごみリサイクル

リーダーによる活動によって学習した市

民の数を増やしていくことが必要と考え

ております。このため、御意見を踏ま

え、重点施策の参考指標について「生ご

みリサイクル交流会等の開催回数」や

「生ごみリサイクルリーダーの派遣等活

動回数」から「生ごみリサイクルリーダ

ーの派遣による対応人数」に変更しまし

た。（Ｐ２９の参考指標を変更）

Ａ 

32

食品ロス対策について川崎市として独自

の取組を期待する。 

ＳＤＧsの食品ロス対策は重要で、行動

計画に位置付けたことは高く評価する。

（同趣旨の御意見としてほか１件） 

御意見の趣旨を踏まえ、今後も食品ロス

対策に向けた取組を推進してまいりま

す。 Ｂ 

33

食品ロスについては、世間一般の注目度

が高いので、外食産業に対して、又、食

品廃棄物のリサイクル推進に向けて、対

策を強めることが必要であり、今がその

ときかと思う。 

「食品ロス対策手法を検討」にとどまら

ず、大きく推進させてほしいと思った。

（同趣旨の御意見としてほか１件） 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）では、

２０３０年までに世界全体の１人あたり

の食品廃棄の半減が掲げられるなど食品

ロス対策への機運が高まっておりますの

で、本市としましても、新たな食品ロス

対策手法の検討を進め、効果的な取組に

ついて検討してまいります。 

Ｃ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

34

平成28年度の食べきり協力店が11店舗と

いうのはあまりに少なく、制度そのもの

の見直しや推進方法も必要かと思う。 

一般市民に協力店を推薦してもらい、ス

マートライフスタイル大賞のように表彰

等も含め取組の発表も行い、活動を広げ

る手立てとして欲しい。 

（同趣旨の御意見としてほか３件） 

第２章６ 基本施策Ⅱ（４）⑦「食品ロ

ス対策等の推進」において、食べきり協

力店制度の登録促進や、市民の認知度向

上に向けた取組を図ることとしており、

食べきり協力店については、平成２９年

度に制度の見直しや手続きの簡素化を図

るなど取組の改善を行い、平成２９年２

月時点で100店舗以上の登録がされたと

ころです。引き続き、食べきり協力店の

増加や認知度の向上に向け、取組を推進

してまいります。 

Ｃ 

35

学校や公共施設の給食残渣は無料でコン

ポストを配布し、堆肥化して学校の農園

や近隣の花壇活動団体に提供するなど、

子供や近隣の市民の意識の向上に繋げて

欲しい。 

御意見については、第２章６ 基本施策

Ⅱ（４）⑥「学校給食における生ごみリ

サイクルの推進」において、学校給食残

渣の堆肥化等の資源化の取組を進めてい

るところです。また、同④「生ごみの減

量化・リサイクルに係る取組の推進」に

おいて、希望する学校にコンポストを設

置し、生ごみリサイクルリーダーの派遣

による普及啓発に取り組んでいます。引

き続き、生ごみの減量化の推進及び子ど

もなどへの意識啓発の推進をしてまいり

ます。 

Ｃ 

36

日常的に見受ける食品ロス（お店の売れ

残り）が課題であるが、これを必要とさ

れるところ（困窮世帯など）へ届けるな

どの福祉と組み合わせた取組・仕組みが

望まれる。ただ、川崎市が行うことは課

題があると思われるが、民間団体の活動

を評価して広めるべきである。フードバ

ンクや子ども食堂等の活動とも広く連携

して、有効な食品ロス対策を検討して欲

しい。 

（同趣旨の御意見としてほか１件） 

フードバンクにつきましては、集めた食

品の保管方法など、様々な課題もありま

すが、食品ロス対策は重要と考えており

ますので、外食産業と連携した食品ロス

削減の取組の充実などを図るとともに、

新たな食品ロス対策手法の検討を進め、

効果的な取組について検討してまいりま

す。 

Ｄ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

37

マイクロプラスチックの海洋汚染は、近

年国際的な注目を集めている。一旦海に

流れ込んだプラスチックは回収が困難で

ある事から、まずは私たちの生活の中の

プラスチックを減らしていくより他に方

法がない。その1つの方策として、レジ

袋の削減については、真剣に取り組むべ

きである。レジ袋削減目標の設定や、事

業者任せにせず協議会の場を設置し、レ

ジ袋の無料配布をなくす施策に繋げるべ

き。レジ袋の無料配布をやめると、市民

がマイバッグを持参するインセンティブ

となる。世界の先進的な都市・国でもレ

ジ袋の削減に向けて動き出している。 

レジ袋の削減に向けましては、市内大手

スーパー、ショッピングセンター、商店

街等に対し、製品の適正包装及びレジ袋

の削減に向けた協力要請を行うととも

に、レジ袋の削減の推進に取り組んでい

る事業者をエコショップとして認定し、

事業者の取組をホームページに掲載する

ことで、消費者への普及啓発を図ってま

いります。 

Ｄ 

38

近年、大きな問題になっているマイクロ

プラスチックは、主に町から発生し、川

から海へと流れ出ていることが指摘され

ている。Ｐ２６「基本施策１：環境市民

をめざした取組」（１）に記載が初出

し、これは評価できるが、マイクロプラ

スチックは環境教育・環境学習だけの問

題ではない。具体的な削減が求められる

ことから、「基本施策２：ごみの減量

化・資源化に向けた取組」内にも明記す

べき。 

マイクロプラスチック問題については、

海洋ごみとして近年注目が高まっており

ますが、街中で散乱したプラスチック片

等が下水などを流れ、微小化しマイクロ

プラスチックになるなど街中でも取組を

行っていくことが重要であり、まず、そ

のメカニズム等を理解していただくこと

が必要なことから「環境教育・環境学習

の推進」において、環境学習のテーマの

１つとして学習内容に盛り込んでいくこ

ととしていますが、具体的な削減に向け

た取組につきましては、国や他都市の動

向を注視しながら、検討してまいりま

す。 

Ｃ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

39

「川崎市一般廃棄物処理基本計画」に

は、大規模災害への対応、災害が起きた

際に、まず、どこに、どのように廃棄物

を分別収集するかなどの方針がない。第

２期行動計画内で、少なくとも、その検

討を始めることを明記して欲しい。 

第２章６ 基本施策Ⅰ（２）④「災害発

生時の分別方法の周知」において、災害

発生時の分別方法の検討を位置付けてお

り、現在、川崎市災害廃棄物等処理計画

の改定作業の中で災害時のごみの分別収

集方法などについても検討を行っており

ます。また、検討結果を踏まえ、災害時

の分別方法などをわかりやすくまとめ、

平常時から周知を図ってまいります。 

Ｂ 

40

「川崎市災害廃棄物等処理計画」を機会

あるごとにもっと広く公開し、市民と一

緒に検討し、災害時に役立つ計画として

内容を充実させ推進して欲しい。ごみゼ

ロカフェのテーマにするのも1つである

が、ごみ減量市民会議が無くなった今、

市民と深く検討できる機会も必要ではな

いか。川崎市には災害ごみの専門家もお

り、関心の高い人は多くいる。災害時の

分別方法なども市民と検討することで、

押し付けではなく「平時から市民に周

知」できるのだと思う。 

川崎市災害廃棄物等処理計画の改定にあ

たっては、より実効性のある計画となる

よう、近年発生した大規模災害における

教訓や国の災害廃棄物対策指針等の知見

を基に検討を行っているところです。災

害廃棄物等処理計画を含む「川崎市地域

防災計画 震災対策編」について、パブ

リックコメントを行っておりますので、

いただいた御意見を踏まえて検討を進め

てまいります。 

Ｃ 

41

備蓄倉庫にダンボールコンポストキット

（簡単な取扱説明付き）を数個用意した

らどうか。回収車が来るまでの数日間の

ごみ袋に生ごみと災害ごみが混在するの

は、衛生的にも扱う上でも困難である。

生ごみとの分別は必須であるが、緊急食

料の残飯くらいは数個のキットがあるだ

けで十分処理できるので、検討して欲し

い。 

備蓄する品目につきましては、限られた

スペースを有効に活用するため、優先順

位を定めて決定しております。また、生ご

みと災害ごみが混在する問題について

は、災害廃棄物等処理計画に基づいて速

やかに収集体制を構築することで対応す

るよう努めてまいります。

Ｄ 
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No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

42

なんでも業者へ委託しないでほしい。態

度の悪い人もいるので、きちんと市で集

めにきて欲しい。 

川崎市のごみ収集業務につきましては、

これまで「民間でできることは民間で」

の考えのもと、事業系ごみの許可制度の

導入や資源物等収集業務委託化など民間

活力の導入を図るとともに、新たな分別

品目の拡大を進めながら循環型社会の構

築を進めてまいりました。また、委託化

した資源物等収集業務に対して、モニタ

リング等を実施し、適切に管理・監督を

行っています。今後につきましても、廃

棄物処理事業は、市民生活を支える重要

なライフラインであることから安定性・

安全性を確保しながら引き続き効果的・

効率的な廃棄物処理事業を進めてまいり

ます。 

Ｄ 
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（５）コラムに関すること 

（６）その他 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

43

コラムを設けることで、市民に分かりに

くい事項を説明してくれており、とても

良いことである。こんなに様々な情報が

行動計画策定に関係しているということ

がわかり、ごみ問題が市民生活に密着し

ている事、そして奥の深さに気づく。

環境審議会の御意見も踏まえて第２期行

動計画では市民の方に理解をしやすいよ

うコラムを多く設けております。今後に

おきましても、市民にとってわかりやす

い普及啓発・広報に努めてまいります。

Ｂ 

44

コラム２のごみゼロカフェについて、こ

こで話し合われたことが提案として活か

される場があるとよい。しかし、しっか

りとした討議の出来るものではないよう

で、ただの話に終わる可能性があるよう

に思い、有効な取組かどうか、検証する

べきである。 

第２章６ 基本施策Ⅰ（３）③「ごみゼ

ロカフェなど市民参加の取組の推進」に

おいて、計画開始から２年後に取組状況

を踏まえた改善の検討及び取組の推進を

行うこととしており、取組の有効性も含

め、検証を行ってまいります。 

Ｂ 

45

コラム７の食べきり協力店について、食

べきりだけでなく、希望者が持ち帰るこ

とも生ごみごみ減量になる。アメリカで

は当たり前である、ドギーバッグで持ち

帰りを可能とする取組が必要である。お

客さんの自己責任において行う限り、問

題はない。 

ドギーバックにつきましては、持ち帰っ

た食品により食中毒が発生した場合の責

任の問題などから普及が進まない面があ

ります。まずは、食べ残しが発生しない

ことが重要と考えておりますので、食べ

きり協力店や３きり運動などの取組を進

めてまいります。 

Ｄ 

46

行動計画の基本施策Ⅱ(4)⑦「食品ロス

対策等の推進」をぜひ強力に進め、コラ

ム15にあるような、日本の食品廃棄物の

量は日本で生産される米の量の3倍など

の情報を広めて欲しいと思う。 

食品ロスの削減に向けましては、市民・

事業者の方々の御協力が不可欠ですので

効果的な普及啓発・広報に努めてまいり

ます。 

Ｂ 

No. 意見の要旨 本市の考え方 区分

47

災害時、避難場所ごとの備蓄倉庫に供え

るべく備蓄品一覧にごみ袋がないのでは

ないか。確認して欲しい。 

備蓄品一覧については、今回の意見募集

の趣旨・範囲とは異なりますが、本市の

備蓄倉庫ではごみ袋を保管しています。
Ｅ 


